
                    

予防接種過誤接種に関する情報提供 

 

本年 10月 1日より水痘ワクチン・高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種が開始されました。 

季節型インフルエンザワクチン接種を開始する先生も多いと思います。 

2008 年より小児細菌性髄膜炎予防ワクチンであるヒブワクチンをはじめてとして、欧米より

20年遅れているといわれてきた我が国でも、ようやく使用できるワクチンの種類は追いついて

きました。 

しかし接種ワクチンの種類や回数の増加に伴い、接種ワクチンや接種間隔、接種量を間違える

といった接種過誤が問題となってきています。 

本年7月に厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会より接種過誤の全

国統計が発表されており、これに基づき情報提供を行います。 

平成25年4月1日から平成26年3月31日までに発生した事故について厚生労働省が取りまとめた

結果は以下のとおりです。 

 【参考:平成24年度定期接種延べ接種回数 39,304,213回】 

 

過誤接種報告例のうち7割がワクチン接種間隔の誤りです。 



次に血液感染の危険がある接種過誤症例を提示します。

なおこれらのデータの詳細は厚生労働省のホームページで参照できます。

「接種過誤対策としては」

以下のリンクに予防接種を安全に行うため、国立感染症研修所が発行している啓発リーフレッ
トがダウンロードできます。一度お目通し下さい。いずれも同一リーフレットです。

http://www.nih.go.jp/niid/images/vaccine/machigai-boushi-2.pdf

https://www.niid.go.jp/niid/images/vaccine/leaflet02.pdf

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000058663.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/images/vaccine/leaflet02.pdf
http://www.nih.go.jp/niid/images/vaccine/machigai-boushi-2.pdf


「接種過誤が発覚した場合」 

すみやかに保健所地域保健課と共に岐阜市医師会にもご報告下さい。 

現在のワクチンの安全性は高く、接種過誤により重症な健康被害が発生する可能性は低いと考

えられますが、万が一健康被害が発生した場合、行政措置予防接種に該当すれば岐阜市が加入

している保険で救済されます。 

場合により独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度

も適応できます。 




